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株式会社 ウルフアンドカンパニー
代表取締役 大竹 誠一 様

山形大学の天羽です。メールを拝読いたしました。

1　メールの受信状況について

いただいたメールのタイトルが「貴殿の次亜塩素酸水のYahoo
ニュースの件苦情抗議　と貴殿裁判の提起準備の件4」
となっていたのですが、貴殿からいただいたメールは、この
タイトルのメール1通のみで、1～3までが届いていません。

投稿フォームからうまく送信できていなかったか、先週、ウェブサイト
をおいているレンタルサーバーのメンテナンスがあって、一時期不安定
になっていたため、どこかに消失した可能性があります。
まずは、お手数ですが、番号1～3までの再送をお願いいたします。
送信先は,このメールの差し出しアドレスにお願いします。

2　貴殿が主張するエビデンスについて

既に書きましたように、番号1～3のメールを受け取っていませんので、
いただいた4についてのみ照会いたします。

無塩次亜塩素酸水の製造装置でできる次亜塩素酸水の規格はどのような
ものでしょうか。電界前の水の組成や電界後の有効塩素濃度、pH、生成
している化学種の割合などについて書かれたものはありますか。
製造している会社はどこでしょうか。

「正しい方法で作られた次亜塩素酸水空間噴霧の安全性のエビデンス」
「また手指の除菌の有効性に関するエビデンス」
とは、人体に対して確認されたエビデンスでしょうか。

　医学も含む，自然科学の世界でのエビデンスとは、査読付きの
学術論文誌に出たものか、国際会議のproceedingsになっているもの
（但し査読が無い場合はエビデンスとして弱い）のことです。
新聞記事や学会での口頭発表だけではエビデンスとは言えません。
また，大学紀要や，研究機関が出している広報誌などに出たものも
エビデンスとは言えません。
　除菌コンサルタントを名乗っておられるのであれば，この程度の
ことは当然ご存じのことと思います。

　そこで，貴殿が主張するエビデンスの根拠となる，掲載論文の著者名、
雑誌名、掲載号、掲載年、ページ数について照会します。
もし、論文のpdfファイルがありましたら送ってください。
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3　提訴について

訴状の送達先ですが、とりあえず勤務先の、

990-8560
山形県山形市小白川町1-4-12
山形大学理学部
天羽　優子

宛でお願いします。窓口で書記官に何か言われたら、提出時に
このメールを担当書記官に見せてくださってかまいません。

民事訴訟法によると居所への送達も可能となっており、被告となる予定の
私が受け取ると明言しているのであれば、そのまま提出が可能と思います。

以上
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